
火薬類取締法第43条第２項の規定による立入検査を行なうことができる警察職員の指定に

関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年６月30日 

広島県公安委員会 

委員長 北  川  祐  治 

広島県公安委員会規則第10号 

   火薬類取締法第43条第２項の規定による立入検査を行なうことができる警察職 

員の指定に関する規則の一部を改正する規則 

火薬類取締法第43条第２項の規定による立入検査を行なうことができる警察職員の指定に

関する規則（昭和40年広島県公安委員会規則第19号）の一部を次のように改正する。 

別記様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式（第２条関係） 

 

 

 

 



   附 則 

 この公安委員会規則は，令和４年９月１日から施行する。 


